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人権尊重の取り組みの全体像
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 国連ビジネスと人権に関する指導原則（以下、指導原則）では、企業が人権を尊重の責任を果たすために、「方針
によるコミットメント」「人権デュー・ディリジェンスの実施」「救済」の取り組みを求めています。

 今回は、人権尊重責任を果たすという企業のコミットメントを方針で示すための検討事項について説明します。
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法務省 今企業に求められる「ビジネスと人権に関する調査研究」報告書「ビジネスと人権」への対応 詳細版を参考に作成

https://www.moj.go.jp/content/001417121.pdf


人権方針の策定(1/3)
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 企業が人権尊重に関する取り組みを始めるにあたって、まず、企業の「責任」として人権を尊重するというコミット
メント(約束)を示す人権方針を定め、社内外に周知することが必要です。

 方針策定にあたっては、指導原則で規定される5つの要件を満たすことが必要です。

出典：責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン,
「ビジネスと人権」に関する取り組み事例集/外務省を参考に作成

要件 取り組み例

1 企業の取締役会等の最高意思決定機関、又は最上層レベル
によって承認されていること

• 経営トップや取締役会による人権方針の承認
• 経営トップからのコミットメント発信（ビデオメッ
セージ等による発信）

• 経営層や関係部署のビジネスと人権への理解促進

2 内部及び／又は外部の専門家により情報提供を受けたこと
• 人権方針作成時に、指導原則や関連文書を考慮（指
導原則、国際人権章典、ILO宣言等）

• 社内関連部署との協議や外部専門家等の対話

3
企業の従業員、取引先及び自社の事業・製品・サービスの
関係者に対して、自社の人権方針を理解・ 支持し、人権を
尊重することを期待する旨が明記されていること

• 人権方針に従業員、取引先等に対する期待を表明

4 社内外を問わず全ての従業員、取引先、出資者、その他の
関係者に周知されていること • Webぺージでの公表や研修を通じた社内外への周知

5 人権方針の内容が、企業全体の事業方針や行動指針、調達
方針、その他の関連手続に反映されていること

• 企業経営戦略・企業活動方針等へ反映
• ビジネスと人権の推進にかかる社内体制の構築

https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf?7866
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100230712.pdf


• 人権方針は、企業の経営理念や行動指針とも密接に関わるものであるため、他社の模写による人権方
針の策定は適切ではない。

• 自社独自の人権方針を策定するために、人権に関する国際基準(国際人権章典、国連指導原則、労働に
おける基本原則及び権利に関するILO宣言 等)や業界特有のリスク類型等を踏まえた上で、自社の事
業活動によってもたらされている可能性のある人権への負の影響を特定し、それらの負の影響と自社
がどのように関わっているのかを調査することが重要。

• 人権方針は経営層が人権尊重への取組に対するコミットメントを社内外に発信する文書であり、経営
層の積極的関与が必要。そのため、策定のための期間を確保する必要がある。

人権方針の策定(2/3)
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策定における留意事項

 人権の方針の策定にあたっては、5つの要件に加え、留意すべき事項は以下の通りです。
 人権方針策定後には、社内外へ浸透させるための取組みや数年サイクルでの更新作業が必要になります。

• 策定した人権方針は自社ウェブサイト等で公表することに加え、研修等を通じて自社の従業員やグ
ループ会社、サプライヤー等に浸透させる必要がある。

• 自社における人権デュー・デリジェンスの結果や法整備の状況を踏まえて改定が必要になる場合があ
るため、数年ごとのサイクルで内容の適否についての再確認・検討を行うことが有用。

策定後における留意事項

出典：法務省 今企業に求められる「ビジネスと人権に関する調査研究」報告書「ビジネスと人権」への対応 詳細版

https://www.moj.go.jp/content/001417121.pdf


人権方針の策定(3/3)
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 以下は人権方針の策定例です。人権方針を検討する際にご活用ください。

出典：農林水産省食品企業向け人権尊重の取組のための手引き

位置づけ：人権方針は企業の基本的な考え方を示すも
ののため、あるべき姿を示す企業経営における文書と
の関連性・一貫性を示す。

適用範囲：人権方針は、一般的な社内規程と異なり、
自社だけではなく自社が支配権を有する他の企業にも
適用されると考えられるため、適用範囲を明確にする。

期待の明示：人権方針を実践していくためには、取引
先を含む関係者の協力が不可欠であるため、関係者に
対する人権尊重への期待を明らかにする。

国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメン
トの表明：人権尊重責任を果たしていく自社の姿勢を
明確にし、社内外のステークホルダーの理解を得る観
点等から、少なくとも国際人権章典および「ILO宣言」
の支持・尊重等を記載することが重要。

人権尊重責任と法令遵守の関係性：ある国の法令を遵
守のみでは国際的に認められた人権が適切に保護され
ていない可能性があるため、国際的に認められた人権
を可能な範囲で尊重する方法を追求することを示す。

自社における重点課題：各企業によって生じる人権リ
スクは異なるため、まず自社が影響を与える可能性の
ある人権を把握する。

人権尊重の取組を実践する方法：人権方針は策定・公
表することで終わりではなく、企業全体に人権方針を
定着させ、 その活動の中で人権方針を具体的に実践し
ていくことが求められるため、企業がその約束（人権
方針）をどのように実現していくかを示す。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kokusaihan/attach/pdf/jinkentebiki-16.pdf
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